
貨物自動車運送事業法 
 
１．案内情報 
 ① 手続名： 
   一般貨物自動車運送事業者等による届出 
 ② 手続根拠： 
   貨物自動車運送事業法施行規則第４４条 
 ③ 手続対象者： 
   一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業 

者、特定第二種利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関 
 ④ 提出時期： 
  (1) 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 
    届出事由の発生した後遅滞なく 
  (2) 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終 

了した場合  
    届出事由の発生した後遅滞なく 
  (3) 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した 

場合 
 届出事由の発生した後遅滞なく 

  (4) 法に基づく命令を実施した場合 
    届出事由の発生した後遅滞なく 
  (5) 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住 

所に変更があった場合 
    届出事由の発生した後遅滞なく 
  (6) 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、 
   役員又は社員に変更があった場合 
    届出事由の発生した後遅滞なく 
    代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合は、前年７月１日から６月 
   ３０日までの期間に係る変更について毎年７月３１日まで 
  (7) 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあって 
   は、その代表者の氏名に変更があった場合 
    届出事由の発生した後遅滞なく 
  (8) 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しよう 

とする場合 
    あらかじめ 
  (9) 地方実施機関が、適正化事業指導員を選任した場合 
    届出事由の発生後１５日以内 
  (10) 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなく 
   なった場合 
    届出事由の発生後１５日以内 
 ⑤ 提出方法： 
   (1)及び(2)については当該許可又は認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長、 

(3)については当該休止届を受理した運輸支局長、(4)については当該命令を発した 
国土交通大臣、地方運輸局長又は運輸支局長、(5)～(7)については当該許可をした 
国土交通大臣又は地方運輸局長、(8)については地方実施機関にあっては地方運輸局 
長、全国実施機関にあっては国土交通大臣、(9)及び(10)については地方運輸局長 

 ⑥ 手数料： 
   なし 



 ⑦ 添付書類・部数： 
   当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記簿の 
  謄本、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第 
  ５条第１号から第３号までの規定に該当しない旨の宣誓書 
 ⑧ 届出書様式： 
   貨物自動車運送事業法施行規則第４４条第３項 
 ⑨ 記載要領・記載例： 
   提出先となる国土交通省貨物課、地方運輸局貨物課又は運輸支局輸送部門にお問 

い合わせ下さい。 
 
２．窓口情報 
 ① 提出先： 
   国土交通省自動車交通局貨物課 
   各地方運輸局貨物課等 
   各地方運輸局運輸支局輸送部門等 
   沖縄総合事務局陸運事務所輸送部門 
 ② 受付時間： 
   提出先等にお問い合わせ下さい。 
 ③ 相談窓口： 
   提出先又は地方運輸局貨物課等 
    国土交通省自動車交通局貨物課 ０３－５２５３－８１１１（内線４１３３３） 
    北海道運輸局貨物課      ０１１－２９０－２７４３ 
    東北運輸局貨物課       ０２２－２９９－８８５１（内線３８２） 
    北陸信越運輸局貨物課     ０２５－２４４－７５７９ 
    関東運輸局貨物課       ０４５－２１１－７２４８ 
    中部運輸局貨物課       ０５２－９５２－８０３７ 
    近畿運輸局貨物課       ０６－６９４９－６４４７ 
    中国運輸局貨物課       ０８２－２２８－３４３８ 
    四国運輸局貨物課       ０８７－８３５－６３６５ 
    九州運輸局貨物課       ０９２－４７２－２５２８ 
    沖縄総合事務局陸上交通課   ０９８－８６６－００６１ 
 
 
 


